
(3) 麻薬及び向精神薬取締法違反

年　次
刑　期
１ 年 未 満 5 5 1 4 4 6
１ ～ ３ 年 未 満 207 168 122 169 178 183
１ ０ 年 以 下 29 9 16 28 26 23
２ ０ 年 以 下 1 4 0 0 1 1
無 期 0 0 0 0 0 0

合　計 242 186 139 201 209 213
実 刑 率 （ ％ ） 29.3 24.2 32.4 40.3 38.3 18.3

罰金 0 0 0 0 0 0
無罪 0 0 1 2 2 0

その他 1 0 0 1 2 2

(4) 大麻取締法違反

年　次
刑　期
１ 年 未 満 712 484 437 409 471 601
１ ～ ３ 年 未 満 494 328 282 266 306 341
１ ０ 年 以 下 76 58 64 53 61 54
２ ０ 年 以 下 1 0 0 0 0 0
無 期 0 0 0 0 0 0

合　計 1,283 870 783 728 838 996
実 刑 率 （ ％ ） 15.5 15.5 16.3 17.3 13.7 17.8

罰金 0 0 0 0 0 0
無罪 2 3 0 0 0 0

その他 8 5 10 6 7 8
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(5) あへん法違反

年　次
刑　期
１ 年 未 満 0 0 0 0 0 0
１ ～ ３ 年 未 満 2 1 0 0 1 0
１ ０ 年 以 下 3 1 1 1 1 0
２ ０ 年 以 下 0 0 0 0 0 0
無 期 0 0 0 0 0 0

合　計 5 2 1 1 2 0
実 刑 率 （ ％ ） 60.0 50.0 100.0 100.0 50.0 0.0

罰金 0 0 0 0 0 0
無罪 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 1 0 0 0

(6) 麻薬特例法違反

年　次
刑　期
１ 年 未 満 1 0 9 13 17 23
１ ～ ３ 年 未 満 11 6 12 13 19 16
１ ０ 年 以 下 32 33 43 34 31 29
２ ０ 年 以 下 6 7 3 7 3 3
無 期 0 0 0 0 0 0

合　　計 50 46 67 67 70 71
実 刑 率 （ ％ ） 82.0 93.5 76.1 68.7 65.7 66.2

罰金 0 0 0 0 1 0
無罪 0 0 0 0 0 0

その他 1 1 2 1 1 2

（注）１　司法統計年報による（平成27年は仮集計）。
　　　２　実刑率＝（有罪懲役人員－執行猶予人員）／有罪懲役人員である。
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